
専門委員会意見提出用紙

委員名 :前川 育

次期基本計画においては、研修会プログラムの見直 しをする。

①研修会の目的を、広義なものから狭義なものへ変える。

実際に、医療現場ですぐに使え、役に立つものを。

例・第二段階「緩和ケアとコミュニヶ―ション」

～患者の気持ちを理解しよう～
第二段階「疼痛コント由―ルを身につける」

～患者の痛みを理解しよう～

(緩和医療学講座で学ぶ内容もいれる)

②拠点病院の施設長 (院長)と 、がん医療に携わるすべての医師に、

研修会受講を義務付ける。

③研修会主催者は、緩和ケアを十分理解し、実際に患者の心に寄り添う

医療をしている医師に、「協力者」となっていただくようにするも

実際の患者・家族の声 (意見・思い)を聴く機会を設ける。

④がん医療に携わるすべての医師ふ、lJlぇ ば、1年目は三分の一、2

年目は三分の二以上、5年間で、全員が研修を受けるなど段階的に

行うようにしてはどうか。それを診療報酬で評価する。

専門委員会意見提出用紙

委員名 : 秋山 美紀

今回も出席できず申し訳ありません。緩和の専門教育については門外漢であり、1志摩先生ら専門の先生にお任せします。
Tttt思 うところを以下 (的外れな意見もあるかもしれませんが)記述しますので、よろしくご査収ください。
(課題の番号→対応案の番号が対応するようにDE述 します。)

現在の研修今プログラムでは、緩和ケアを理解している医療者にとっ

てはt当然のことと感じられ、緩和ケアをあまり知らない医療者には、
内容が難しく感じられるのではないかと思う。

①緩和ケア研修会の目的は、

基本的な緩和ケアの習得   ‐

「痛みをはじめとした、がんによる苦痛に対する緩和ケアの知識、
技能、態度を習得し、実践できる」とある。ただ、参加者が 2日 間
で緩和ケアを習得し、現場で実践できるかどうか不安である」

②緩和ケア研修会の修了者 (交付枚数)の中で、がん医療に関わって
いる医師と関わうていない医師の数の把握が必要。(研修会の参加

者数だけでは、判断が難しい)ヽ

③・緩和ケア研修の目的・意義などを理解していない医師が、前修会の
「協力者」(講師など)となっている場合もあるのでは。
・形だけ整えて、「研修会を行っている」ということにしている病院もある

のでは。この 2点を危惧している。

④lつの施設で、1人め医師が研修を受けていれば、その施設では、関係
する医師全員に診療報酬がつく。これが、研修会参加を遅らせている原
因の一つではないかと考えられる。 闘

羊

ω

課 題 対応案
1 教育の効果を測るのは難しいことはわかるが、緩和ケア請
習の教育効果がきちんと評価できていないのではないか?(費
用もかかつているので教育効果を検証できる必要がある)。

2「が々診療医療に携ゎる全ての医師」数には1まだ受講者数
が追いついていない。しかし、これから受講する人達は、初期
で受けた人ょり、緩和ケアに対する意識や受講のインセンテイ
ブが低く、講習の効果が出にくい可能性がある。

3=受講済みの医師も、一度だけでなく継続 した研修が必要で

ある。

1 短期的な知識を問う評価以外に、例えば麻薬の処方量が (自

然増ではなく研修によつて)ど う変わったかなど、客観的な評価

を入れる努力をする。また講習を受けたことで実際に患者の痛み

がどれだけ取れるようになつたか評価することを検討する。

2 引き続き、目標数に向けて、研修は継続すべきである。未受

講者に受講させるインセンティブとして、以下 3-1、 3-2を検

討してはどうか。

3-1 がん診療拠点病院の認可条件の中に、がん診療に携わる

医師 (分母)が何名おり、研修を受けた医師 (分子)が何名いる

のかを明らかにさせ、拠点病院の更新条件にPEACEプ ログラムの

受講害1合規準 (例 :最低 50%等 )を入れる。(木澤先生どうでし

ょうか?)

3-2医 療用麻薬の免許更新の際に、簡単な研修 (例 えば

e― learning)等 を受けてもらう。

5年に 1回はレクチャーを受けてもらう仕組みをつくる。



4 医学教育 (卒前)の緩和ケア教育と、臨床現場での緩和ケア

教育がうまくリンクしていない。

4 基本法のような国の法律に基づいて、厚生労働省と文部科学

省が力を合わせて、緩和ケア教育を効果的に組み入れる。

初期研修での緩和ケア教育とともに、後期研修の中で、lヶ 月は

緩和ケア研修を受けるようにする。特に主要な診療科 (内科、外

科、婦人科、小児科等)の研修医は必ず教育を受けるようにすべ

き。

5 当面は、ELNECの ようなプログラムを積極的に推進すべき。5 看護師や薬剤師も緩和ケアチーム研修を受けることが望ま

れるが、対象人数が多いので難 しい。

専門委員会意見提出用紙

委員名 : 大西 秀樹

課題 対応案

【緩和ケアに関する研修について】

精神腫瘍学を担当する講師の教育について

精神腫瘍学研修会での担当領域

研修後の学びを深める必要がある。

研修会担当医師の確保を行う必要がある

日本サイコオンコロジー学会として、指導者研修に協力を行

つている。

研修会を受けた精神科医が、抑うつ、せん妄などの精神症状

に関する講師の担当を行つている。

研修会を受けた精神科医が、コミュニケーションスキル トレ

ーニングに関する講師の担当を行つている。

精神腫瘍学の研修を受けた医師が学びを深めるために「精神

腫瘍学クイックリファレンス」、「精神腫瘍学ポケッ トガイ

ド」などを作成 し配布を行つている。

日本サイコオンコロジー学会がオンライン講義をおこなっ

ている。

他にも e learningな どで知識の維持向上に努めている。

メー リングリス トを作成 し、担当講師を探す負担を軽減 して

いる。



平成23年 2月 25日 厚生労働省
第2回緩和ケア専門委員会資料

がん医療における精神科医
二緩和ケアの方向性と併せて■

がん医療における精神科医

1 がん医療において精神科医に求められる役割

2がん対策において精神科医に求められる役割



がん医療における精神科医

1カミん医療Iこおιlて精神科医fこ求められる役割

2がん対策において精神科医に求められる役割

がん患者における精神的問題

身体疾患で総合病院入院中の患者のうち

約30%(報告によるがt多いものでは60%)の

患者に精神疾患が合併
Ha“たノθι′/Psyc力οsο″′″Os/998

入院/外来のがん患者の約半数が精神疾患を

合併 1    1
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→精神医学的問題の頻度 Iま高ιl



がん患者に多くみられる精神疾患

適応障害 10130%
つつ病   3日12%

せん妄  30%‐50%
終末期には約90%合併するという報告もある

止οttrθォ′ι Иrふ//7tem Meグ 2θθθ

Morita θι′ィJ乃わ勒 こο崩 J雁7″age 200/

精神科医の参画がどうして求められるのか

緩和ケア専門職だけでは心理的な症状はしばしば同定され

ず、患者は心理社会的支援サ∵ビスヘの充分なアクセスが

しばしば欠如している。

すべての患者が系統的な心理状態のアセスメントをうけ、適

切な心理的支援を受けることを保証すべきであるも

NICE lmproving Supportlve and Pa‖ iative Carё  fOr Adults、″ith Cancer2004



緩和ケア領域における精神科医の

役割のレベル

レベル1 精神保健の専門家としての知識口技術

レベル2コンサルテーシ.ョ ンロリエゾン精神科医と

しての専門的な知識菫技術

|レ
ベル3精神腫瘍医としての専門的な知識口技術

精神腫瘍医の役割

・ がん患者における精神症状の対応

・ 自殺企図への対応・自殺予防に向けた取り組み
‐・ 鎮静を含めた終末期の問題、意思決定能力

の判断などの倫理的な問題
P  ・ 家族へのケアロ遺族へのケア

ロ医療チームが行う精神心理的ケアの支援や教育

・ 医療者二患者間のコミュニケ■ションの支援

・ 燃え尽き症候群をはじめとしたがん医療に携わるスタッフのケア

・ チTムのコ■ディネート

も多岐にわたる重要な役割がある



がん医療における精神科医

1 がん医療において精神科医に求められる役割

2ガ1%対策r=おιlて精神科医Fこ求められる役割

がん対策において精神科医に
求められている役割

1全人的な緩和ケアの下環として、
緩和ケアチ■ムの■員としての役割

2精神医学の専門家として、
医療従事者に対する教育

3精神心理的負担に対する心のケアの実践
i‐    等



.  がん1鷲策に,おいて精神科医に  ,1■
求められている役割    ‐

1全人     タアの■環とι41
緩和タアデームの二晟 托 τの役割

2,精神医学の専門家として、

医療従事者に対する教育

3精神心理的負担に対する心のケアの実践
:    等

がん診療連携拠点病院需J度の見直しについてリ

http :i/www. m h lw. go.j p/bu nya/ken kou/d l/gan_byoi n02. pdf

緩和ケアの提供体制について主な改正内容

○緩和ケアチームの整備、組織上への位置付け    ‐
①専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師

②精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師
③専従の専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師

○外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制の整備
○カンファレンスの週1回程度の開催
○がん患者に対する必要な情報提供 (院内への掲示等 )

○かかりつけ医との協力L連携
○緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓回の設置
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に参加する精

がん対策において精神科医に
求められている役割

1全人的な緩和ケアの■環として、
緩和ケアチームのす員としての役割

神科医の育成

F緩和ケアチーム研修会」の開催

精神科医を含む緩和ケアチームを対象に、

緩和ケアチ■ムの各職種の連携と協働、

困難なコンサルテTシヨンヘの対応など、
グルTプワニクを中心とした研修会を実施中

国立がんセンタTがん対策情報センターにより:´

平成19年度から開催 6

講義で使用した資料については公開中
「緩和ケアテTムの立ち上げ(精神科医向け)」

「精神科医が知っておきたい緩和ケアのェッセンス

ーオピオイドについて,」など

3精神心理的負担に対する心のケアの実践



がん診療に携わる医師に対する
緩和ケア研修会の開催について

がん対策推進基本計画において、「すべてのがん
診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアにつ
いての基本的な知識を習得する」ことが目標として
掲げられた。 「

がん診療に携わる医師が緩和ケアについての基本
的な知識を習得し、治療の初期段階からの適切な
緩和ケアの提供体制を整備することを目的とする
緩和ケア研修会が開催されている。

緩和ケア研修会標準プログラム

①がん性疼痛の機序、評価及びWHO方式のがん性疼
痛治療法の概略について ヽ

②がん性疼痛の治療法の実際について ‐

③がん性疼痛についてのワニクショップ

ア グループ演習による症例検討① がん性疼痛を持
1  つ患者の評価及び治療   ‐    _
イ グループ演習による症例検討② がん性疼痛に対

する治療と処方箋の実際の記載    |
ウ ロールプレイングによる医療用麻薬を処方するとき

の患者への説明についての演習

④呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和ケ
アについて          :



緩和ケア研修会標準プログラム

緩和ケア研修会の指導者の育成

がん情報サービスこ
=J,|■

■■ .=....1■
=■

II「
霜溝蜃暇 尋変言裏T  11:|

ケアについて

つつ びせん 症 にカ る緩奉

⑦がん医療におけるコミュニケーシ当ン技術につし`ての

ア グループ討論による患者への悪い知らせの伝え方

についての検討

イ ロールプレィングによる患者への悪い知らせの伝え

方についての演習

③その他
ア 全人的な緩和ケアについての要点

イ 放射線療法や神経ブロックの適応も含めた専門的な緩和ケアヘの依頼の要点
ウ がん患者の療養場所の選択及び地域連携についての要点
工 在宅における緩和ケア

におけるコミュニケ‐ション につしヽて

「精神腫瘍学の指導者研.修会」の開催

全国で開催されている厚生労働省の

開催指針に基づく緩和ケア研修会において、

精神症状やコミュニケーションに関する

プログラムを指導できる精神科医を

育成するために、精神腫瘍学の

指導者研修会を開催中      |

国立がん研究センターと、

日本緩和医療学会により開催。
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がん対策基本法後のSHAR巨の普及 :2007-2010

参加者 PEACE(31時 FE5) SHARE(10眠FFE5)

20124 397

指導者
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精神科医・心療内科医 ‐ lコ I

がん対策において精神科医に

求められている役割

全人的な緩和ケアの一環として、
緩和ケアチームの一員としての役割

精神医学の専門家として、
医療従事者に対する教育



精神I菫瘍学の推進

F精神腫瘍学 クイックリファレンス」の作成

精神科医を対象に、精神腫瘍学の最新の知見、

臨床に役立つ有益な指針などを、現場で即活用

できるように作成された携行可能なハンドブックを

作成   ‐           :

平成20年度、厚生労働省委託事業によりt

日本総合病院精神医学会が中心となり、

日本サイコオンコロジー学会の協力のもと作成

(監修 財団法人医療研修推進財団)

精神腫瘍学ポケットガイドの作成

がん診療連携拠点病院の担

当医・病棟スタッフ・薬剤師・

理学療法士口作業療法士・医

療ソーシャルワ下力~を対象
に精神腫瘍学の基本を臨床
場面に即して紹介

平成21年度厚生労働省委

託事業として日本サイコオン
コロジー学会が協力 |



0ラ三ニングによるがん診療に携わる精神科医の育成
上

「がん医療を専門とする医師の

精神腫瘍学をはじめ、がん診療に携わる

医師を対象としたeラ‐ニングによる

学習プログラムを開発しtHPで公開中。

平成23年 3月 完成予定。

平成20年度から、厚生労働省委託事業
によりt日 本サイコオンコロジ■学会、

日本緩和医療学会、日本臨床腫瘍学会、

日本放射線腫瘍学会t日 本がん治療

認定医機構の協力のもと実施。、

実施 財団法人がん集学的治療研究財団
http:〃www.こ ael.jpノ

厚生労働省委託事業「

「精神腫瘍学e_腱arning
Lコミュ_ケーンヨン

学習プログラム●ラーニング 」の開設

日本サイコオンコロジ下学会編
ンライン講義

http : //www.j pos -s oc i ety. o rgl

Ψ 一鼈
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基本計画と教育プログラム

がん患者口家族に対する心のケア
を行う医療従事者の育成

精神科医 精神腫瘍学クイックリファレンス
eフー_ング        .
日本サイコオンコロジす学会研修会

精神腫瘍学ポケットガイド
日本サイコォンコロジー学会研修会

緩和ケアチーム研修会

日本サイコオンコロジー学会研修会

緩和ケア研修会
医学生・初期研修プログラム

がんのリハビリテーション研修

療養場所を問わず全人的な緩和
ケアの提供

2次医療圏の研修会

告知を受けた患者の精神心理的
サポートをおこなう人材の育成

コミュニケーション技術研修会
(厚生労働省委託)

支援体制の現状把握
・拠点病院
・精神腫瘍医

拠点病院に必要な支援体制の見積
・拠点病院の支援体制ガイドライン
・各職種に必要な技能薇口識

↓
研修プログラムの整備
・精神腫瘍医の育成
・緩和ケアチームの研修
0看護師教育

相談支援センター

・相談員の教育
・連携体制のモデル

ピアロサポートとの連携モデル

グ
を
積
ん
だ
精
神
腫
瘍

医
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まとめ

・ がん対策が進み、がん患者の療養生活の質を維持向上
させていくことの重要性が認識されるようになつた

・ 緩和ケアが広く普及していくとともに、がん患者や家族ヘ

し  の精神心理的な苦痛への対応の要望が高まってきている

・ がん医療従事者からも、精神科医のがん医療への参加
や、医療従事者への教育が期待されている

がん対策を推進するには

精神科医の協力が不可欠

専Fl委員会意見提出用紙

委員名 : 志真 奏夫

課題 対応案

●医師に対する基本教育のこの 4年間の成果は?
・ 平成 19年度は「指導者研修会」「緩和ケア研修会」の試行

期間であらた。平成 20年度、21年度、22年度の 3年間に
「指導者研修会」および「がん診療に携わる医師に対する

緩和ケア研修会」を本格実施した
。がん診療連携拠点病院 (以下、拠点病院とする)め緩和ケ

ア研修会 1回 にっき平均およそ 20人程度の医師が受講し

た。したがって、20人 ×375拠 点病院すα で年間およそ
10,000人 の研修修了者があり、平成 22年度末で緩和ケア

研修修了者はおよそ3Q,000人程度と見込まれる

・ 者5道府県における緩和ケア研修会の効果として千葉県、長

野県、岩手県、久留米市、弘前市などで質的な変化につい

て研究報告がある
。指導者研修に関する質的量酌な研究報告から緩和ケアお

よび精神腫瘍の指導者研修会修了者 1600人の効果は大き

くt緩和ケア全体の底上げにっながっている
。医師以外の看護師、薬剤師べの基本教育は第 1次の基本計

画では取り上げられていない

●がん診療に携わる医師への緩和ケアの基本教育をどうす
るか

1 臨床研修医の受講の必修化     _
・ 新たな「がん対策推進基本計画」で臨床研修医への緩和

ケアの普及を重点として取り上げるように提言する。
・ 臨床研修医の緩和ケア研修の受講の必修化ありなら、医

師の修了者は年間 1,2000-15,000人 と推測される
。臨床研修医の緩和ケア研修受講の必修化なしなら、今後

緩和ケア研修会には年間 5000-8000人 程度の受講にとど

まる
。臨床研修医 (年間 7000～ 8000名 )が、毎年緩和ケア研修

会を受講する場合、5年間で合計 30,000-40,000人 の臨

床研修医が受講することとなる
。臨床研修医以外の医師の受講者が、現在の年間 10,000

人が 5,000人 に減少としたとしてもt5年 間で合計

60,00065,000人 の医師が受講することになる。

・ 30-40年 後にすべての臨床医が緩和ケア研修会を受講 じ

基本教育を修了しているインパク トは大きい



2 e learningの導入
|

・ PEACEの一部を e― learningで 受講できるように準備する
。臨床研修医が緩和ケア研修を受けやすくするためには、

c― learningの 導入が必要である

・ PEACEの教育プログラムにё―learning組み込んだ構造が

望ましい

3 地域医療への普及
。 日本医師会と日本緩和医療学会が協働 して、緩和ケア研

修会テキス ト「緩和ケアガイ ドブック」改訂版を作る。
・ 都道府県医師会、市区町村医師会の協力を得て、在宅療

養診療所の届け出の要件として医師の緩和ケア研修の受

講を必須とする      |
4 小児科医への基本教育

・ 小児科医、小児外科医を対象とした緩和ケアの基本教育

プログラムとして CLICが作成されている。
・ 小児科医を対象に小児が々の「拠点病院」でCLICに 基づ

いた研修会を実施する

●がん医療に携わる看護師、薬剤師への緩和ケアの基本教育

をどうするか

1 がん医療に携わる看護師への基本教育の実施
・ 看護師に対する緩和ケアの基本教育に関しては、日本緩

和医療学会が作成している ELNEC― 」を提供する
,緩和医療学会が主催している ELNECtt」 の指導者研修会

をがん看護学会、看護協会などと協力して行う
・ ELNEC―」指導研修会修了者には実施主体である日本緩和

医療学会等から指導者研修修了書を発行する
。

各地域の拠点病院には地域の病院・訪間看護ステーショ

ンの看護師に対する研修会を年 1回以上行うことを要件
とする

2 がん医療に携わる薬斉」師に対する基本教育の実施
・緩和医療薬学会で 23年度中には教育プログラムが完成す

る予定である
。緩和医療薬学会が主催するが、緩和医療学会が協力して

「指導者研修会Jを行うことにする
・ 対象は地域の病院・調剤薬局の薬剤師とし拠点病院が地

域の薬剤師に対する研修会を年 1回以上行うことを要件

とする
。基本教育を受講する看護師、薬斉」師の数値目標を定める
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暫定指導医数 専門医数

①   l

暫定指導医総数 621名

鳳轟

○′

〆

2011年2月 14日 作成
(2011年4月 1日認定予定含む)

専門医総数 24名
※数値のない県は専門医不在

2011年2月 14日作成
(2011年 4月 1日認定予定含む)
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ホl rlヶ ァゥP墜 員会 参考資‖                                               ・このような臨床lL力 を身につけるために、暫定指導医のもと、21Fの り「修を1必須条H:と

1    緩 T日 医療専 P号 医の養成 と活用                             している。500認定Fll修方L設において、その半数で育成が行われた場合、2年以上経過した
―   NPO法 人 日本級11医療学会                後 200名 が受り′、し、 1■数が合格した場合、100名 と}t算する。

■|ロリ1■ 認定・ FilJL委 員会                 。今後のりtサ出として、1也域格差が挙げられる。

F́i賀 1りι子

3)緩和医療専門医および暫定指導にのlHr,1]

1)日 標忙                                    !               .lur定 指導医または専Pl医 を、二次医療四における緩11ケ アのョンサルテーション対応を
・都道ll・ l tttが ん診療連1プ与ltllttlJl院 に、 1名 以上の増F定指導医または ,|11医 が配r士 される                 行う専PЧ 家として活月1する。
・者

“

道府県がん診療辿リリ処点病院の燿F定指導医または専 rl医 は、各都道府県内のがん診                 ・級和医療の専Pり 家を二次医療|コ (が ん診療迪1りtllkt点 病院等)に計画的に配に:す るならば、
■(連りlltt点病院の中「門■を育成し、 5年以内にt企がん診療連携拠点171院 (377病                 専「]医が施設を超えた臨床実践ができる体制が偕鮒iさ れることが望ましし、

院)に 1″1以 Lの lll定指導入またはlIPЧ 医を西1に1す る。                              ・一レ|と して、在宅医療に設けられている支li診‖1度 を病病ilりちにぉぃても拡大し、活用し
・全がん診瞭illjら拠点171院 の世F定指導医またはlIPり 医によつて、地域医療1幾 1渕へのコン                やすい条件としてyFL直 すことなどがあげられる。

サルテーションを通して、専|‖]的緩和医療の教育指尊を行う。 10年 間で企がん診療

辿携1処点病院に 1夕1以 [の 専門医を育成する。

‐           り|'11

2)llL在 までの進捗状況と日t‖ 1亡 の根llt                                        l)1日 本緩和医療学会 専門医認折L・ 育成委it会 資料
・日本緩和医療学会専門医認定市1度 が平成26年 に始Jylし 、22年度までの 3イ F‖‖で

'17,L指

導                2)独 立イf政法人日立がんOF究センターがん力1策情 ltセ ンターがん情|にサービス がん診

医の募集が終 rし た。                          `                     療連携拠ri病院の111報

・2011イ
「 4り Jl日 に公りHさ れるものを含めると、ltl定指導髪621名 ・喘il町 医 24″ !、 認定                 : http://.)spdb gan ohol ip/kvor口 〕dh ns「 /『 10pRlgc?Op〔 ぃヽ|ヽ ■■#01

0Fl多 施設は 407医療機 /1と 4だ っている 1)。 2011112月 17FL在、企Fll道府県に燿7定指導医は在                 3)]′ 成 23年 2月 5日 専Fり 医認定・育成‖1度委員会議1「録

絆している。                                 i                 4)月 木級nl医 療学会 中1月 FQ↓ A http://"ww Jspm[nc ip/ni,tci∠ ド|lmon/201仇 |lnda prlF

・企がん診療連↓ち拠点折ヽ院の燿′定指導医・
'専

Pり |■はイ[111率 5ζ l%(認定OF修施設 501%)、

者

“

道府県がん診療ilうちltt点病院のWitt Li導医 .専 Pl医 では在1lI率 922%(認定ll修施設               :
863%)で あった 1'2)。 者

“

道lll tttが ん診旅連りち拠点病1院  51施設中47施設に増7定指導医 (42

施設)・ 専PЧ 医 (5施設)が在籍し、4施設が不在であった。認定研修施設は 44施設であつ

たが、中詰手続きによつて、47施設は研修施設として認定を受けることが可能であること

が確認されている3)。                                                             '
・燿F定指導医・ rl門 医が在籍しているにもかかわらず、日1訂 i手続きが行われていない施

設が 190以上あることが半り]し ており、対応中であるしよつて、対象となる認定,F修施設

は500程度となる見込みである。

・緩和医療専F月 スは、「専PЧ 的な臨床実践、コンサルテーション活 ryl、 教育、研究」の 4  ‐ |
木柱が求められ、本市」度は

'1_l民
から信頼される医

“

「"を認定することを目指している1)。

審査においては、riL状 緩和1等 に難渋する他の医師からのコンt方 ルテーションに対応できる

臨床能力を得ていることが■祝され、また、客観的臨床能力試験 〇切eё‖Ve structured

Clinical Examinalon:OSCEに 準じた棋擬患者を用いたlr接試験を導入し質の利i持に努めて               ,
いる。              .



季 員名 : 東 口高志

専門委員会意見提出用紙

専門委員会意見提出用紙

課題 対応案

①

②

③

④

　

⑤

⑥

⑦

緩和ケア研修会の普及が不十分である。

がん連携拠点病院内での修了者が不十分である。

研修会の開催が施設内で評価されていない

研修会のファシ リテータT県内不足 (派遣する施設の理解

不足)

地域連携でのメ リッ ト (在宅診療との関連)が不明確

研修会の実施方法は好評

内容に関する意見 1):研修会における WHOの 方針がやや

不明確である (研修生に建前上は WHOの内容に即 している

というものの明確に1ま 示されておらず、緩和医療学会の方

針と受け取られやすい)

内容に関する意見 2):緩和ケア医のための研修会ととら

れている

内容に関する意見 3):がん治療とともに緩和ケアを実施

するためのものではない

③

⑨

緩和ケア研修会のメリッ トを明確とすることが必要

¬)がん診療連携拠点病院のがん治療に携わる医師の研

修義務化

2)診療報酬改正 (がん性疼痛緩和指導管理料):施設

ではなく修了者個人に対 して加算を、しかも点数アッ

プが必要

3)折衷案 :がん診療連携拠点病院ではがん治療医の登

録制を実施 し、研修を義務化 して診療報酬上の加算を

個人レベルで実施 (当 初拠点病院のみとしてその後一

般病院へ広げる)

4)がん治療にかかる学会の専門医・認定医制度にこの

研修の修了を義務付けるように働きかける

実施内容の改正①:緩和医療の分野だけでなくがん治療
かかわる分野の代表者を含めたグループで改正案を練
ることが必要
実施内容の改正② :WHOの方針を重視した内容を考慮

2

3

委員名 :   丸 ロミサエ

課題 対応策

多くの緩和ケアに関する研修が行われているが、能力開発を促進する
には教育内容が体系化されていない。

各教育機関t施設の研修担当者の企画・立案に基づいた研修が
ほとんどである。

2専門的知識をもつている認定・専門看護師の活用が十分活用できる環
境になっていない。

がん看護専門看護師:250名 (201021)(資 料3、 4)

サブスペシヤリティー「緩和ケア」70%(梅 日、長谷川、2009)拠
点病院所属 67%(看 護協会調査2009640/o)、 ゼロの県 13県

緩和ケア:912名   がん性疼痛看護:458名 、 (資料56)
都市部に集中している。(合わせて10名 以下の県12県 )

統一された教育プログラムにより緩和ケアに関する基本的教育を行い、質の担保
を図る

[LNEC―」(End o「 Life Nurs■g Educaton Consottium― 」apan)看 護師教育プ
ログラムに基づく緩和ケア研修の実施  (資料1)

日立がん研究センターのがん診療連携拠点病院対象のがん看護専門分野「緩和
ケアコース」指導者研修の講義研修、実施研修の実施  (資料2)

緩和ケアにおける高度実践専門看護師及び高度実践認定看護師の養成と活用

【育成】

【高度実践専門看護師】:専門看護師が、さらに専門的な緩和ケア教育を受け
ることで緩和ケアを希望する患者や家族のニーズに応じた高度な実践や包括
指示に基づく適切な症状マネジメントが出来る看護師

2009年度より60名 /年増加32016年 には600名 強と予測される。

このうち緩和ケアをサブスペシャリティーとする者300～350名となる

【高度実践認定看護師】:緩和ケァ認定看護師、が々性疼痛看護認定看護師
がさらに緩和ケアの実践及びコンサルテーションに関する教育を受けることで
認定看護師として質の高い緩和ケアの実践モデルとなる。



現在、緩和ケア、がん性疼痛看護認定看護師υ〕L計 1370名

緩和ケアチ=ム 540施設 (がん拠点病院265、 大学病院81,その他
218).今後がん拠点病院に全部緩和ケアテームができると110
施設の増加が予測される。

3看護師確保困難の課題との関連において、一般看護職の実践力を向
上させるための教育ができにくい環境がある

委員名 :余宮 きのみ

高度実践看護の教育の充実(資料7)

ELNEO一」看護師教育プログラムを一貫した教育プログラムに近づけより効
果的に重なる教育を行う必要がある。

【活用】

可)緩和ケア病棟 :2次医療圏内の病棟が運動 して、その地域のコンサル
テーションサービスを医師と協1動 して行う

2)がん診療拠点病院 :設置されている緩和ケアチームもしくは相談支援セ
ンターの機能として、地域の医療機関や在宅サービスとのうながりを義
務として課する                 .

3)がんプロフェッショナル事業:教育の提供だけでなく、コンサルテーションサー
ビスについての検討を行う

1がん看護実践力のあるジェネラリスト看護師の育成と定着を図る

1)がん診療連携拠点病院における実践力向上のための教育

がん診療連携拠点病院の連携による教育

2)がん診療連携拠点病院と地域連携診療拠点病院、訪問看護ステーションとの
連携による教育

専門委員会意見提出用紙

課題 対応案
● がんを診療する医師の研修会修了数は未だ不十分である
・国が発行した修了証書数 ,20,124人
:  (平

成 22年 12月 末現在)

・埼玉県 がん診療連携拠点病院 11施設における調査結果
(平成 23年 1月 末現在):

在籍している常勤医師のうち、「がんを診療している医師数
※」を分母として、研修会修了者の害1合は、25% ‐

(がんをラ療する医師 948名 のうち、修了者 237名 )

※「がんを診療する医自T」 とは、以下のいずれか一つ以上に該当す
るものとした。

・外来で、がんまた
1ま

、がんの疑ぃのある患煮を診療する機会の

ある医師

・がんの化学療法を担当する機会のある医師
・がんの放射線治療または放射線診断を担当する機会のある医師
・がんの手術または麻酔を担当する機会のある医LT

・がんの終末期を担当する機会のある医師
・ がんの精神症状を診療する機会のある医師

・  がん診療拠点病院における、がん診療に携わる医師数の

提示と、研修の必修化 :がん診療連携拠点病院は、がん相談

支援センターやキャンサーボードなど、地域連携の中心的な役害」

を担っており、がん診療連携拠点病院で、がん診療に携わる医師

が全員、緩和ケア研修を修了することは、緩和ケア推進に大きな

効果になると考えられる。

⇒がん診療連携拠点病院で、がんを診療している医師数を把

握し、100%の受講を目標として掲げる。

:「 がん性疼痛緩和指導管理料」は、研修会修了者に限定し

て加算とする

現在、当管理料は、施設内に、研修修了者がいれば、研修会を修

了していなくとも加算が可能であるもしかし、実質的な内容として

は、研修会を修了している医師のみに、加算可能とすべきである:

また、研修会受講の動機につながる効果が期待できる。



・  研修会修了者の行動変容に十分につながっていない

(20111秋山美紀委員の意見)

。埼玉県 がん診療連携拠点病院 fl施設のうち、施設長が修了し

ている割合は、36%(11名 の施設長のうち4名 )

。 がん診療拠点病院の施設長の研修会め必修化

研修合で学習した緩和ケアが実践されやすい環境にするには、緩

和ケアが病院の理念として位置づけられる必要がある。そのために、

施設長が研修会を受講し、緩和ケアとぃう言葉だけでなく、「内容」

を理解する必要がある。

“緩和ケア研修会はt医師、看護師、薬剤師などが共に参

加する

緩和ケアは、チームで対応し、方針を決定するのは当たり前で

あるが、従来の医療現場への浸透は難しい。現状は、医師が決

めた方針にコメディカルが従うという従来のパターンが行われ

ている。医師のための緩和ケア研修会において、多職種で研修

やワークショップを行うことが、チーム医療の研修となり、チ

ーム医療の浸透を促進すると考えられる。また、医師のみなら

ず、多職種が同じ研修を行うことで、研修会での職種を超えて

話し合う態度が、そのまま現場に生かされ、行動変容につなが

りやすい。

専門委員会意見提出用紙

―
卜
∞
―

参考人名 :川越 厚 (参考人)

課題 対応案

以下の課題は、「在宅緩和ケアの研修」に関するものに限定

します。

1)在宅緩和ケアを研修するための、適当な研修場所が整備さ

第 4回緩和ケア診療所・緩和ケア訪問看護ステーション

合同連絡協議会 (2010/8/14、 診療所医師 13名 、訪問看護

師 13、 他 2名 参カロ)で議論 した内容をまとめたものです。

1)研修にら、さわ しい在宅緩和ケアの専門診着所 *弁整備す

れていない

2)在宅緩和ケアを研修する際の、お手本となるプログラムが

少ない

3)大学病院などの研修病院で、死を看取る機会が減っている

五 (*訪問看護と密接な連携を取り、一定規模以上の在

宅死に関わつている診療所)

2)すでに作成されたものがある (資料 5)ので、それをた

たき台にして、模範となるものを作成する

3)在宅緩和ケアの現場を死の看取りの研修場とし、大学病

(千葉大学医学部附属病院 地域連携室准教授の報告)

以下は川越の個人的な意見です。1)～ 3)Iま前期研修医、4)

以降は医学生を対象とした研修に関するものです。

1)

医療的なことだけではなく患者の日常生活支援、家族支援

が大きな研修テーマ:病院医療とパラダイムが異なる

在宅緩和ケアで重要な Team apprOach(TA)の 意味が理解

されておらず、それを研修する現場が′>な い

院で不足 しているものを補 う

これは、パ リアン創設来 10数年間の研修教育の経験を踏

まえて作成 したものです。

1)実地研修を必須にする

病院主導の在宅緩和ケア研修を、在宅主導に切 り替えなけ

ればならない。

2)TAを きちんとやっている診療所を認定 し、そこで研修で



福祉との連携や Interだ けではな くTransdisciplinaryな

TAも研修する必要がある。

3)前期研修が必ずしも専門性を決定してからの後期研修に

墜がっていない。               :
医師が専門医となってから担当したがん患者が、治療終
了後どのような生と死を迎えるかについて学ぶ機会が極
めて少ない。特に在宅末期に関してばそうである:

4)緩和ケアでとくに重要な意味を持っている「看護師の働
き」を学ぶ機会が少ない

在宅緩和ケア研修はその意味で非常に貴重な経験である
5)医学生は看護の視点を学ぶ機会が少ない

緩和ケア (と いうようりも医療のすべてと言えるかも知

れない)は、主に医療と看護の総合として提供されなけ

ればならないことを学ぶ機会が少ない

6)在宅緩和ケアの基本 (こ れはホスピスケアの哲学)で ある、
患者と家族は一つの単位である (a unit of care)こ とを
医学生は学ぶ機会が少ない

7)医学生 (に限らないが)は、受けたサービスに対して患者
や家族の声を直接伺う機会が少ない

8)医師に必要とされる社会性、人間としての常識などが備わ
つていない医師の卵が多い

在宅で TAを実際に学べる、緩和ケアを専門とする診療所

を整備 していく

3)専門性を決めている研修医に対しては、可能な限 り専門

領域の患者を受け持たせるなどの工夫を行う

パリアンでは原則としてこのような形で、一か月間の研修

を行ってぃる。たとえば血液専攻のものに対 しては自血

病、耳鼻科の場合は咽頭癌患者を受け持つという形で

4)医学生教育の中でI在宅緩和ケアのコマ数 (今はどうな

つているのか?)を増やす           |

5)                     、それ

ぞれの発想、役割などを学ぶ、などめ工夫を行う

(パ リアンでは 10年間この方法を用い、大きな成果を

あげてきた。資料 1参照 )

6)在宅緩和ヶアとは、まさに病人と家族を一人の病人とし

て医療者が関わる医療であるので、在宅緩和ケアを学ぶ

機会を医学生に与える

7)患者・家族の本音に接する場を、研修期間中に設ける

たとえば、遺族に経験を語っていただく機会を設ける

3)実際の研修の場で、厳 しく指導する

社会性、人間としての常識が特に問われる在宅医療は、

医学教育の必須項目とする (すでになっている?)。

専門委員会意見提出用紙

委員名 :中 川恵― (参考人)

課題 対応案

現行の緩和ケア研修は、 5年間で全ての「がん医療に携わる

医師への研修を終える」ことになつているが、達成は無理な

状況である。より現実的なプログラムを用意する必要を含め
て、議論が必要であろう。

*現行の緩和ケア研修は、 5年間で全ての「がん医療に携わ

る医師令の研修を終える」ことになっているが、達成は無理
な状況である。今後も、現在の研修内容で研修を進めるのか、

研修を受けてない医師は現在の研修終了を目指し、すでに、
受けている医師に対する緩和ケア推進めための新たな研修を
企画するのか、あるいは24年度からは:新たなメニューで

研修をやるのか、の判断が重要と思われる。

く現在の研修プログラム関係での意見>
●診療報Illで 緩和ケア研修修了者を評価する仕組みをつく

る。現状では、緩和ケア研修の伸び悩みの恐れがある。研

修修了者を診療報酬で評価することで、研修会参加の増加

を期待できると思 う。

<次期基本計画で、新たな研修を考える場合の意見>
●がん診療に深く携わる医師のための緩和ケアの「実地研修

プログラム」を定め、全国 10か所程度で(こ の「研修プ

ログラム」に基づく研修を開始する。これは、緩和ケア研

修を修了した医師の中で希望する医師に対 して行 うしここ

でも、診療報酬での評価が必要。「共通の実地研修プログ

ラムの作成」と「実施施設の指定及び、その医療機関への

経済的補助」が必要である。

●がん医療に従事する全ての医療者がt基本的な精神心理的

ケアについて習得するようにする。そのために、研修会プ
ログラムを作成して、修了者数の上昇を目指す。精ネ申的な

緩和ケアは、診断直後の治療の初期段階から、治療がなく



なる段階まで幅広い手すズがある。基本的な精神′い理ケア

は、医師だけでなく、看護師、薬剤師など全ての医療従事

者が習得することを目指すべきである。

●がん診療に携わる看護師のための専門的な緩 Tllケ アの実

地研修プログラムを定め、全国 10か所程度で、「研修ブ

ログラム」に基づ く研修を開始する。すでにく看護師、薬

斉」師等が緩和ケア研修に参カロしている実態も考慮する。




